
給与所得者の確定申告
納付手段の多様化

「コンビニ納付」や「ダイレクト納付」が
できるようになります
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問合せ先
 十勝池田税務署 　☎（572）2171
 役場住民課住民税係　☎（574）2213

　給与所得がある方のうち、大部分の方は年末調整で所得税および復興特別所得税が精算されることとなるた

め、確定申告をする必要はありません。

　ただし、給与所得がある方でも確定申告をしなければならない場合や、確定申告をすると源泉徴収された所

得税および復興特別所得税が還付される場合があります。

確定申告をしなければならない方とは

　 給与所得がある方のうち、次のような方は確定申告をしなければなりません。

① 給与の収入金額が 2000 万円を超える方

② 1 か所から給与の支払いを受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が 20 万円を超える方

③ 2 か所以上から給与の支払いをうけている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得および退

　 職所得以外の所得の金額の合計額が 20 万円を超える方

確定申告をすると所得税および復興特別所得税が還付される場合とは

　 給与所得者で確定申告の必要がない方でも、次のような方は確定申告をすると還付されることがあります。

① 災害や盗難、横領により住宅や家財などの資産に受けた損害などについて雑損控除を受ける場合

② 病気やけがなどで支払った多額の医療費について医療費控除を受ける場合

③ 家屋を住宅借入金等で新築や購入、増改築等をして（特定増改築等）住宅借入金等特別控除を受ける場合

④ ふるさと納税などの寄附を行い、寄附金控除を受ける場合

平成30年分の確定申告の相談および申告書の受付期間について

　平成 30 年分の確定申告の相談および申告書の受付は、平成 31 年 2 月 18 日（月）から同年 3 月 15 日（金）

までです。還付申告については、平成 31 年 2 月 15 日（金）以前でも行えます（税務署の閉庁日（土・日曜・

祝日等）は、税務署では相談および申告書の受付を行っていません）。

申告書は、パソコンやスマホで作成できます！

　申告書は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成することができます。

　作成した申告書は、マイナンバーカードとＩＣカードリーダライタを用意すれば、ｅ－Ｔａｘを利用し

て提出できます。また、事前に税務署で手続きしていただければ、マイナンバーカードとＩＣカードリー

ダライタをお持ちでない方でも、ｅ－Ｔａｘをご利用できます。

　なお、ｅ－Ｔａｘを利用する以外の提出方法としては、印刷して郵送等による提出があります。

　今年から「確定申告書等作成コーナー」では、給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除またはふる

さと納税などの寄附金控除を適用して申告する方向けの、スマホ専用画面を用意しています。

　平成 31 年（2019 年）1 月 4 日（金）以降、国税の納付がますます便利になります。

●　ＱＲコードを利用したコンビニ納付の開始
　自宅等において、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」およびコンビニ納付用ＱＲコード作成
専用画面から、コンビニエンスストアで納付するための「ＱＲコード」（ＰＤＦファイル）を作成（印刷）す
ることが可能となりました。
　これにより、税務署に出向いて納付書を入手しなくても、コンビニ納付が可能となります。

＜ＱＲコードを利用したコンビニ納付の方法＞

※ 1　コンビニ納付ができる金額は 30 万円以下です。
※ 2　納付ができるコンビニエンスストアや QR コードの作成方法などの詳細については、国税庁ホームペー
ジ（www.nta.go.jp）をご覧ください。

●　ダイレクト納付を利用した予納の開始
　ダイレクト納付をご利用している方であれば、確定申告により納付することが見込まれる金額について、そ
の課税期間中に、あらかじめ納付日と納付金額等をｅ－Ｔａｘに登録しておくことで、登録した納付日に預貯
金口座から振替により納付（予納）することが可能になります。
　納付日や納付金額を複数登録することができますので、定期的に均等額を納付することや、収入に応じて任
意のタイミングで納付することが可能となります。

※ 1　新たにダイレクト納付の利用を希望される方は、ｅ－Ｔａｘの利用開始届出書およびダイレクト納付の
利用届出書の税務署への提出が必要です。詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。
※ 2　ダイレクト納付を利用した予納が利用可能な税目や利用方法など詳細については、国税庁ホームページ

（www.nta.go.jp）をご覧ください。

ｅ - Ｔａｘの利用手続きがより便利になります！

　平成 31 年 1 月から、個人納税者の方のｅ－Ｔａｘ利用をより便利にするため、以下の 2 つの方式が利
用できます。
①マイナンバーカード方式
　マイナンバーカードを用いてマイナポータル経由またはｅ－Ｔａｘホームページなどからｅ－Ｔａｘへ
ログインするだけでｅ－Ｔａｘの利用を開始し、申告書等のデータが送信できるようになります。
②ＩＤ・パスワード方式
　マイナンバーカードおよびＩＣカードリーダライタをお持ちでない方については、税務署で職員との対
面による本人確認に基づいて税務署長が通知した「ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知」に記載された
ｅ－Ｔａｘ用のＩＤ・パスワードのみで、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からｅ－
Ｔａｘによる送信ができるようになります。

～税に関する情報は国税庁ホームページへ　www.nta.go.jp ～
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